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は、生乳価格は回復傾向にあるものの、生乳生産
割当制度の廃止は生乳価格を引き下げることにな
り、酪農経営に大きな影響を及ぼすと、その継続
を求めていたのである。
　それからおよそ半年後、残念ながら NFU が懸
念していたとおり、酪農経営は厳しい状況におか
れたのである。とりわけ、家族経営が中心となる

「規模の経済性」が追求できない中小規模酪農経
営において顕著であった。生乳生産割当制度廃止
前から酪農家によるデモは発生していたが、2015
年９月頃にはその不満がピークに達し、フランス
での高速道路封鎖デモや欧州委員会本部があるブ
リュッセルでの大規模デモが発生したのである。
これを受けた欧州委員会での緊急支援策の決定に
よりデモの勢いは弱まりつつあるが、依然として
家族経営レベルの酪農経営の不満は高く、現在で
もデモが散発的に行われている。
　偶然ではあるが、小職はこのデモが活発化して

ブリュッセルにおける酪農家の大規模デモと消費者の反応

三重大学人文学部　教授　森　久綱

　EU 経済圏において各生産者の生乳生産割当量
を規定してきた Milk Quota（以下、「生産割当制度」
とする）が 2015 年３月末日をもって廃止されたの
は、読者にとって記憶に新しいことだろう。
　「バターの山とミルクの池」とまで評された生乳
の過剰生産を抑制することを目的に、生産割当制
度は 1984 年に導入されたのであるが、今後は需
給調整を市場メカニズムに委ねることになったの
である。European Commission （以下、「欧州委員
会」とする） は、中国やアフリカでの乳製品市場
が拡大していることから、生乳生産割当制度を廃
止しても「バターの山とミルクの池」問題に直面
することはないとしており、生乳生産割当制度の
廃止は、酪農家にとっては挑戦ではあるが、同時
に成長のためのチャンスであると述べていた（Phil 
Hogan : EU Commissioner for Agricultural and 
Rural Development）。一方で、National Farmers 
Union （NFU） の酪農委員会委員長 Rob Harrison 
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いた頃にベルギーに滞在しており、目撃者であっ
たと同時に、被害者にもなったのである。研究室
の同僚とパリへ日帰りで出かけたのであるが、高
速道路封鎖により途中で引き返さなければならな
かった。車中では、「農業経済学を専門とする我々
は、彼らの行動を十分理解しなければならない。
我々もこのままパリまで行ってデモに参加しよう
か？」などと冗談にもならない話をして気を紛ら
わしていたのである。
　テレビや新聞ではフランスの高速道路やブ
リュッセル中心部をトラクターが占拠する大規模
デモの模様を報じており、その背景も説明されて
いた 1。小職が普段ベルギーで接するのは農業経済
学を専門とする研究者が中心であることから、生
産割当制度廃止の是非は別として、比較的この話
題についての理解は高かった。では、消費者であ
る一般市民の反応はどうだったのであろうか。小
職が普段から気軽に接することのできる数少ない
消費者の一人であるアパートのオーナー夫妻に意
見を聞くことができたので、ここで紹介したい。

　比較的収入が高く、夫婦とも大学を卒業（主人
は日本でも著名なピーター・ドラッカー教授に師
事しており、婦人は数カ国語の通訳を副業とする）
したという限定的な事例で、一般的な消費者の意
見や理解を代表するとは言えない点に留意が必要
であるが、酪農家によるデモそのものに関しては
比較的寛容な姿勢で、生産者乳価の低迷がその原
因であることも理解していた。ただし、酪農家に
よるデモに限定せず、意見を表明する手段の一つ
としてすべての人にデモの権利は認められている
という認識であり、乳価が低い（＝経営が厳しい）
からデモをしているという理解であった（デモそ
のものに対しては寛容ではあるが、ヘイロールに
火を放つなど暴徒と見紛う行為に対しては、批判
的であったことを付け加えておく必要があろう）。
　すなわち、Bio（有機農産物・食品）やフェアト
レードを好む消費者であれば、より踏み込んだ理
解をしているのかもしれないが、その背景となる
生産割当制度廃止についてはこちらから問い合わ
せるまでは忘れ去られた話であり、説明によって

「そのような報道があった」と思い出される位置づ
けだったのである。換言すれば、ある程度の所得
と教養を有した、比較的理解力と受容力が高いと
位置づけられる消費者であっても、酪農家による
デモの真意や制度的背景までは十分に理解されて
いないと感じられるのである。
　今後の生産者支援については比較的理解があり、
直接払い制度による支援が必要であるとの見解で
あった。これは、ベルギーに限定せず欧州各国に

おいて過去に家畜糞尿の土壌還元が過剰に行われ
た結果、硝酸態窒素問題が大きな社会問題となり、
その抑制策として直接払いによる家畜飼養頭数制
限が行われた経験を背景としている。すなわち、
28-30 セント /Kg と報道されている生産者乳価で
は生産費を賄うことができないことは想像に難く
なく、量的・価格的安定供給を担保するためには、
生産者が安定的に経営できることが不可欠であり、
そのための直接払いであれば必要であるという理
解である。換言すれば、何らかの手段による乳価
引き上げ、つまり消費者として日々購入する乳製
品の値上げについては否定的で、地域経済・社会
の維持（就労・雇用機会）および乳製品の量的・
価格的安定という社会的費用として税で負担すべ
きとの考えであった。また、低乳価については、
大手スーパーによる市場の寡占化（安価な PB 牛
乳・乳製品の市場シェアが高い）も原因ではない
かと指摘していたことも付け加えておきたい。
　当然ながら夫妻の見解がベルギー消費者を代表
するものではなく、所得・教養水準などが比較的
高いという条件も勘案しなければならない。しか
しながら、大規模デモの報道を契機として酪農経
営が直面する状況を一定水準で理解するとともに、
その支援のあり方についても理解があることは驚
きであった。日本ではどうだろうか。ここ数年は
バター不足とリンクして酪農経営の実情が報道さ
れているが、貿易自由化の進展や 2006 年秋以降の
飼料価格高騰などが酪農経営に及ぼす影響まで十
分に理解されているとは思えない。むしろ、「バター
不足は貿易自由化の不徹底による」といった学識
経験者の見解とともに、貿易自由化を徹底させ、
市場メカニズムによる効率化の促進こそが、消費
者利益の観点からも酪農家の競争力向上において
も不可欠であるという報道が多かったのではない
だろうか。農業部門に限定せず、2000 年代に入っ
て加速された新自由主義的な政策の弊害が随所で
確認されるなか、依然として「消費者利益」とい
う甘美な響きによって酪農家と消費者が分断され、
結果として食料供給のみならず地域経済・社会を
支えてきた中小規模酪農家が淘汰されているので
ある。
　TPP 合意を踏まえ、これまで以上の政府による
経営支援策が不可欠なことは当然であるが、この
分断をどう解決するかも酪農家にとって重要な課
題となってこよう。酪農家から消費者へどのよう
な接近が可能なのか。一方通行的な情報提供から
一歩進んだ取組による消費者理解の醸成、更には
消費者と一体となった運動が求められよう。ベル
ギーやフランスでの酪農家による大規模デモは、
そのようなことを筆者に想起させた。

1 2015 年 9 月のブリュッセルでの酪農家による大規模デモの詳細については、英国 Daily Mail 誌のウェブサ
イト（http://www.dailymail.co.uk/news/article-3225155）で確認することができる。


